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○川崎市コミュニティセンター条例 

令和６年３月28日条例第６号 

（目的及び設置） 

第１条 児童の健全な育成及び高齢者の心身の健康増進を図るとともに、地域における市民の交流

の場を提供し、もって共に支え合う地域づくりに寄与するため、川崎市コミュニティセンター（以

下「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

川崎市大師コミュニティセンター 川崎市川崎区東門前２丁目１番１号 

川崎市田島コミュニティセンター 川崎市川崎区鋼管通２丁目３番７号 

（事業） 

第３条 センターは、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 市民が気軽に立ち寄り、活動の拠点とすることができる場の提供に関すること。 

(２) 児童の遊びの指導に関すること。 

(３) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること。 

(４) 川崎区役所大師支所及び川崎区役所田島支所との連携に関すること。 

(５) 施設又は設備（以下「施設等」という。）を利用に供すること。 

(６) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（指定管理者） 

第４条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの（以下

「指定管理者」という。）にセンターの管理を行わせる。 

(１) センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。 

(２) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図ら

れるものであること。 

(３) 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。 

２ 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出

しなければならない。 

３ 市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示する。 

参考資料（１） 
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（指定管理者が行う管理の基準） 

第５条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなけ

ればならない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第６条 指定管理者は、施設の利用許可に関する業務その他のセンターの管理のために必要な業務

を行わなければならない。 

（利用時間及び休館日） 

第７条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理

由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができ

る。 

利用時間 午前９時から午後９時まで 

休館日 12月29日から翌年の１月３日までの日 

（利用許可） 

第８条 センターの施設（規則で定めるものに限る。）の全部又は一部を独占して利用しようとす

る者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、同項の許可を受ける者以外の者の利用に支

障のないよう配慮しなければならない。 

（使用料） 

第９条 センターの使用料は、無料とする。 

（利用許可の制限） 

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第８条第１項の許可をし

ない。 

(１) 施設等を毀損するおそれのあるとき。 

(２) 管理上支障があるとき。 

(３) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。 

（利用許可の取消し等） 

第11条 指定管理者は、第８条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の各号の

いずれかに該当すると認める場合は、その許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは

停止することができる。 
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(１) 利用の目的に反したとき。 

(２) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により第８条第１項の許可を受けたとき。 

(４) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。 

(５) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。 

(６) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

（施設の変更禁止） 

第12条 利用者は、センターの施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別

の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限

りでない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第13条 利用者は、センターの施設を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復） 

第14条 利用者は、センターの施設の利用を終了し、又は第８条第１項の許可を取り消され、若し

くは施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設を原状に回復し、又は

返還しなければならない。 

（取消し等による損害の責任） 

第15条 市及び指定管理者は、第11条第５号に該当する場合を除き、第８条第１項の許可の取消し

又は施設の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わな

い。 

（損害の賠償） 

第16条 センターの施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、

市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

（入館等の制限） 

第17条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者

については、入館を断り、又は退館させることができる。 

（委任） 

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。 

附 則（抄） 

（施行期日） 
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１ この条例は、規則で定める日から施行する。 


